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くらしのガイド
市や国、道からのお知らせ

月の粗大ごみ収集９
申し込み　㈲登和清掃（☎88 0 2 0 0 ）
※土・日曜日、祝日を除く 9時～17時。
※ 電話番号のかけ間違えに十分注意く
ださい。

※ 粗大ごみは、１品ごとに『ごみ処理券（１
枚160円）』を張って出してください。

　（１回につき 5品まで）

問い合わせ　環境対策グループ
（クリンクルセンター内）

☎85 2 9 5 8

地　区 収集期間 申込期間

中央町 9月 3日㈪～
9月 8日㈯

8月20日㈪～
8月31日㈮

千歳町 9月10日㈪～
9月15日㈯

8月27日㈪～
9月 7日㈮

青葉町、緑町、
鉱山町、川上町

9月17日㈪～
9月22日㈯

9月 3日㈪～
9月14日㈮

カルルス町、上
登別町、登別温
泉町、中登別町

9月24日㈪～
9月29日㈯

9月10日㈪～
9月21日㈮
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指定ごみ袋等取扱店と
クリーンチケット取扱店の指定
セブンイレブン登別若草町店
（若草町）

室蘭警察署（☎46 0 1 1 0 ）
からのお知らせ

ワンドア・ツーロックの励行を
　 8月は、夏休み、お盆などで家
を空ける機会が増えますが、玄関
や窓には、 2カ所以上に鍵をかけ
る『１（ワン）ドア・ 2（ツー）
ロック』を励行しましょう。

広
報
の
ぼ
り
べ
つ
に
掲
載
す
る
広
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を
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集
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て
い
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す
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住民基本台帳法が改正されました
（平成24年 7 月 9 日施行）
◎外国人住民の住民票が
　作成されました
• 中長期在留者などの外国人住民に
住民票が作成されました。
• 日本人と外国人で構成される世帯
にも、世帯全員が記載された住民
票の写しの発行ができるようにな
りました。
• 外国人住民が引っ越しする場合は、
日本人の場合と同様に転入・転出・
転居などの手続が必要となります。

◎住民基本台帳カードを転入先でも
　継続して使用できます
　住民基本台帳カード（住基カード）を持
っている方が他の市区町村へ引っ越すとき
に、住基カードを返納する必要がなくなり、
引っ越し先でも継続して使用することがで
きます。
　転入手続きのとき、住基カードを転入す
る市区町村へ提出し、継続利用の手続きを
行ってください。
　外国人住民の住基カードは平成25年度か
ら取得できるようになります。

問い合わせ　市民サービスグループ
 （☎85 1 8 5 5 ）

広報のぼりべつ2012年 8月号15
くらしのガイド　　　
市や国、道からのお知らせ


